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認証評価関連法令 

○学校教育法（平成二八年五月二〇日法律第四七号）（抜粋） 
 

第百九条  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところに

より、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項において「教育

研究等」という。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす

る。 
２  大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定

める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による

評価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しな

い場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じていると

きは、この限りでない。 
３  専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の

設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況

について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職

大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特

別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限り

でない。 
４  前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前二項の認証評価を行う

ために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。）に従つて行うものとする。 
 

第百十条  認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請によ

り、文部科学大臣の認証を受けることができる。 
２  文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認める

ときは、その認証をするものとする。 
一  大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 
二  認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 
三  第四項に規定する措置（同項に規定する通知を除く。）の前に認証評価の結果に係る大

学からの意見の申立ての機会を付与していること。 
四  認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人（人格のない社団又

は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。）であること。 
五  次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法

人でないこと。 
六  その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 

３  前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。 
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４  認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するととも

に、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなけ

ればならない。 
５  認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しよう

とするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするとき

は、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。 
６  文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたと

きは、その旨を官報で公示しなければならない。 
 

第百十二条  文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮

問しなければならない。 
一  認証評価機関の認証をするとき。 
二  第百十条第三項の細目を定めるとき。 
三  認証評価機関の認証を取り消すとき。 
 
○学校教育法施行令（平成二八年一一月二四日政令第三五三号）（抜粋） 
 

（認証評価の期間） 
第四十条  法第百九条第二項 （法第百二十三条 において準用する場合を含む。）の政令で定

める期間は七年以内、法第百九条第三項 の政令で定める期間は五年以内とする。 
 

○学校教育法施行規則（平成二八年一二月九日文部科学省令第三四号）（抜粋） 
 

第四節 認証評価その他 
第百六十六条  大学は、学校教育法第百九条第一項 に規定する点検及び評価を行うに当たつ

ては、同項 の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものと

する。 
 
第百七十一条  学校教育法第百十条第四項 に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネ

ットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。 


